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空間放射線量測定器の貸し出し（予約不要）・持ち込み食品等の放射性物質検査（要予約☎ 5654-8579）を行っています。
詳しくは区ホームページをご覧ください。【担当課】　放射線対策担当課　☎ 5654-8588

職種・勤務内容 募集人数 対象 勤務期間 勤務日時 報酬など 申込方法 選考日・選考方法 申し込み・担当課

教育心理専門
相談員

教育相談、い
じめ・不登校
の未然防止、
発達検査など
アセスメント
の実施。

４人

次のいずれかに該当する方
▽学校心理士、臨床発達心
理士、臨床心理士などの資
格を有する方
▽大学院、研究機関におい
て、幼児・児童・生徒の教
育相談、臨床心理に関する
研究・実践の経験を有する
方（WISC-Ⅳなどの心理検査
ができることが望ましい）

９月上旬～
平成27年３
月31日
(更新可)

週２～４日
午前９時～
午 後 ５ 時15分
（月に１～２回
土曜日勤務あ
り）

▽週２日勤務
月額109,200円

▽週3日勤務
月額163,800円

▽週４日勤務
月額218,300円
交通費・有給休暇あり。
健康保険・厚生年金・
雇用保険加入（勤務日数
により変更あり）。

市販の履歴書（「教育心
理専門相談員希望」と
記入）、作文「教育心理
専門相談員の役割につ
いて」400字程度、応
募資格を証する書類の
写し、返信用封筒(82
円切手貼付、宛先記入)
を、8月15日(金)(必着)
までに持参か郵送。

書類選考の上、
８月22日
（金）(予定)に
面接

〒125–0053
鎌倉２–12–１
総合教育センター

☎5668-7602

看護師

発達に課題の
ある児童の療
育補助

１人

看護師の資格を有し、幼児
の発達支援や健康管理に対
する専門的見識および能力
を有する方

９月１日～
平成27年３
月31日

週４日
午前８時45分～
午後５時15分

月額202,900円
交通費・有給休暇あり。
健康保険・厚生年金・
雇用保険加入。

市販の履歴書、応募資
格を証する書類の写し、
返信用封筒（82円切手
貼付、宛先記入）を、
８月15日㈮（必着）ま
でに郵送。

書類選考の上、
面接・筆記選
考（選考日は
後日お知らせ
します）

〒124–0006
堀切３–34–１
ウェルピアかつし
か内
障害者施設課
☎5698-1324

詳しくはお問い合わせください。非常勤職員募集

広告　内容については広告主にお問い合わせください空間放射線量の定点測定結果
【測定日】　７月25日㈮

測定場所 所在地 測定結果
立石七丁目公園 立石７-12-４ 0.06 
宝町公園 宝町２-８-２ 0.08
白ゆり公園 水元５-５-20 0.08
したて公園 東水元３-21-６ 0.09
東水元公園 東水元２-８-６ 0.11
にいじゅくプレイパーク 新宿５-21-10 0.13
高砂七丁目公園 高砂７-８-13 0.06
柴又とまり木 児童遊園 柴又６-10-15 0.08
細田一丁目児童遊園 細田１-21-９ 0.08
松南公園 新小岩３-27-２ 0.07
木根川中央公園 東四つ木３-47-１ 0.06 

【単位】　マイクロシーベルト／時
【測定方法】　地上 1ｍの地点で、10 秒毎に５回
測定した値の平均
【測定箇所の土質】　にいじゅくプレイパークは
土で、その他は校庭や園庭と同じダスト舗装です。
【測定機器】　シンチレーション式サーベイメー
ター　（ALOKA社　TCS-172B）
【問い合わせ】　環境課　☎ 5654－8236

障害のある方へ　手当・医療費助成の申請はお済みですか
　下表に該当する方で、手当や医療費助成を受けていない方は申請できます。いずれの制度も所得制限などがあります。
　所得超過により、心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者医療費助成制度（以下障）の受給資格が消滅した方は、
平成25年１～ 12月の所得（平成26年度住民税算定基礎所得額）が基準内であれば再度申請できます。
　詳しくはお問い合わせください。

有効期間が平成26年９月１日～27年８月31日までの障受給者証を、８月21日㈭ごろにお送りします。
所得制限により対象外となる方には、その旨通知します。
新しい受給者証が８月中に届かない場合はお問い合わせください。

手当の名称
対　象　者 制限など

(次のいずれかに該当するときは、受給できません） 手当月額
障害程度 年　齢

特別障害者手当 著しい重度の障害があるため、日常生活で常時特別な介
護が必要な方（所定の診断書などにより判定） 20歳以上

▽施設入所者

▽入院３カ月以上の方

▽福祉手当（経過措置）受給者

▽原爆被爆者介護手当受給者は併給調整あり

26,000円

障害児福祉手当 重度の障害があるため、日常生活で常時介護が必要な児
童（所定の診断書などにより判定） 20歳未満 ▽施設入所者

▽障害を事由とする公的年金受給者 14,140円

重度心身障害者手当 心身に重度の障害を有するため、常時、複雑な介護が必
要な方（東京都心身障害者福祉センターで判定）

新規申請時
65歳未満

▽施設、国立保養所などに入所している方

▽入院３カ月以上の方 60,000円

心身障害者福祉手当

Ａ

身体障害者手帳　１・２級
愛の手帳　　　　１～３度
脳性まひ
進行性筋萎縮症

新規申請時
20歳以上
65歳未満

▽施設入所者

▽難病患者福祉手当受給者 15,500円

Ｂ
身体障害者手帳　３級
愛の手帳　　　　４度
戦傷病者手帳　　特～３項症

新規申請時
65歳未満

▽施設入所者

▽児童育成手当（障害手当）、難病患者福祉手当受給者 7,750円

外出
支援分

身体障害者手帳

▽下肢・体幹・移動機能障害　１～３級

▽視覚障害　１・２級

▽内部障害　１級

▽下肢障害が4級以上で上肢・内部・平衡機能障害のい
ずれかが３級以上

愛の手帳　　　１・２度

手帳取得時
65歳未満 ▽施設入所者 2,500円

制度の名称 対　象　者 内　　容

心身障害者医療費助成制度
（ ）

次の全てに該当する方

▽健康保険に加入している64歳までの方

▽身体障害者手帳１・２級の方（内部障害を含む場合は１～３級の方)か
愛の手帳１・２度の方

　生活保護受給中の方、中国残留邦人等支援給付受給中の方、規則で定
める施設に入所している方は除きます。

　 受給者証を医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の
自己負担分の医療費の全額または一部を助成します。
　都外の医療機関で 受給者証が使用できない場合は、障害福祉課
で医療費助成の申請ができます。

65歳以上の方でも、転入した方など対象となる場合もありますので、お問い合わせください。

現在障受給者証を
お持ちの方へ

９月は障受給者
証の更新月です

【担当課】　障害福祉課（区役所２階 201 番）　☎ 5654-8301


